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スタートアップ支援補助金交付要領 

 

（趣旨）                                                           

第１条 この要領は、知事が、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下｢規則」

という。）及び熊本県商工労働補助金等交付要項（以下「要項」という。）に基づき、県内企業等（以

下「補助事業者」という。）に対し、スタートアップ支援補助金（以下「補助金」という。）を交付す

るために、必要な事項について定めるものとする。 

 

  （補助金の交付の対象） 

第２条  補助事業者は、次の各号を全て満たす県内に事業所又は工場を有する創業後３年以内の企業

（個人事業者を含む。）とする。 

（１）令和３年４月１日以降に法人を設立（個人事業者の場合は、事業を開始）していること。 

（２）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）に規定する中小企業者であること。 

（３）性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていな

こと。 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。 

（５）暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。 

（６）会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続きを行っていないこと。 

 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象者が行う商品開発、

サービス向上又は販路開拓に係る事業とする。 

２ 次の各号に掲げる取組みについては、補助金の交付の対象としない。 

（１）主要な部分を外注する取組み 

（２）新技術、新商品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が実質的に補助事業者でない

と認められる取組み 

（３）生産を目的とする原材料や機械装置等の購入及び商品の展示販売等の営利活動とみなされるもの 

（４）国、都道府県等が実施する他の補助金、委託費等を受給する事業 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象は、補助事業に必要な経費であって、別表の「補助対象経費」に掲げる経

費とする。 

 

 （補助金額の算定） 

第５条 要項第２条に規定する補助金額の算定に当たり、千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨

てるものとする。 

 

  （補助金の交付申請） 

第６条  要項第３条第２項に規定する事業計画書は、別記様式１によるものとする。 

２  前項の事業計画書の提出部数は、１部とし、提出期限は別に定める。 

 

  （補助事業の内容等の変更） 

第７条 要項第５条第１項に規定する事業変更事由は、次の場合とする。 

（１）補助対象経費の２０％を超える変更を行う場合 

（２）（１）に該当しない場合のうち、補助事業の内容に著しい変化が生じた場合 

２ 要項第５条第２項に規定する事業変更計画書は、別記様式２によるものとする。 
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  （補助事業の中止又は廃止） 

第８条  補助事業者が補助事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、承認申請書（別記様式

３）を提出するものとする。 

 

  （補助事業の遅延等の報告） 

第９条  補助事業者が補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助

事業の遂行が困難になったときは、報告書（別記様式４）を提出するものとする。 

 

  （状況報告） 

第１０条  規則第１１条の規定による状況報告は、別記様式５により行うものとする。 

 

  （実績報告） 

第１１条  要項第９条第２項第２号に規定する書類は、事業実績書（別記様式６）及び積算明細書（別

記様式７）とする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は補助金

の交付決定のあった年度の２月２８日のいずれか早い期日までとし、その提出部数は１部とする。 

 

 （財産の管理・処分の制限等） 

第１２条  補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳（別記様式８）を備え、その保管状況を

明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 規則第２１条第２項の規定により処分を制限する財産は、取得又は効用の増加価格が５０万円以上

の財産とする。 

３ 要項第１３条に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相当する期間とする。 

４  補助事業者は、規則第２１条第２項に規定する財産の処分の承認を受けようとするときは、別記様

式９を提出するものとする。 

５  知事は、前項の承認に係る取得財産等の処分をしたことにより補助事業者に収入があるときは、そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることができるものとする。 

 

  （実施結果の事業化） 

第１３条  補助事業者は、補助事業の実施結果の事業化に努めることとする。 

２ 知事は、補助事業の成果を補足するため、補助事業者に対し、補助事業の完了した日の属する会計

年度の終了後５年間、事業化状況報告書（別記様式１０）の提出を求めることができる。 

３  補助事業者は、前項の規定による報告の証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後５年間

保存しなければならない。 

 

  （産業財産権等に関する届出） 

第１４条  補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権等（以

下「産業財産権等」という。）を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５年以内に出願若しくは取

得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく別記様式１１によ

り、知事に届け出なければならない。 

 

  （収益納付） 

第１５条  知事は、提出された事業化状況報告書の内容を確認し、補助事業者に当該補助事業の実施結

果の企業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与
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による収益が生じたと認めたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当

する金額を県に納付させることができる。 

 

  （成果の発表） 

第１６条  知事は、補助金の交付を受けて行った事業の成果について、必要があると認めるときは、当

該補助事業者に成果を発表させることができる。 

 

  （雑則） 

第１７条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附  則   

この要領は、平成３０年５月８日から施行する。 

 

この要領は、平成３１年（２０１９年）４月２５日から施行する。 

 

この要領は、令和２年（２０２０年）５月７日から施行する。 

 

この要領は、令和３年（２０２１年）４月１６日から施行する。 

 

この要領は、令和４年（２０２２年）５月２０日から施行する。 

 

この要領は、令和５年（２０２３年）４月１９日から施行する。 

 

この要領は、令和６年（２０２４年）７月５日から施行する。 
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別表 

 

補 助 対 象 経 費 

・謝金（専門家謝金、講師謝金） 

・旅費（専門家旅費、講師旅費、職員旅費） 

・直接人件費（商品開発、サービス向上又は販路開拓に直接従事する者に係るもの） 

・事業経費（原材料費、機械装置又は工具器具の購入・製造・改良・据付け・借用・保守・修繕に

要する経費、産業財産権等の導入に要する経費、外注費、技術コンサルタント料、構築物の購入・

建造・改良・据付け・借用・保守・修繕に要する経費、マーケティング調査費、展示会出展費、

事業の一部の委託に要する経費） 

・庁費（会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料、調査研究費、消耗品費、

雑役務費、当事業で発明した特許等の申請に要する経費（特許庁に支払う経費を除く）） 

 

 

  

 


